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栃木市長　鈴木俊美

　市民の皆さん、こんにちは。
　今回から平成 25 年度の主な事業につ
いてお話しをします。
　４月よりスタートした栃木市総合計画
は、10年間を計画期間とする基本構想と、
５年間を計画期間とする（前期）基本計
画で構成されていまして、この基本計画
はさらに、７つの基本方針で成り立って
います。この基本方針に沿って、本年度
予算の主な事務事業を説明します。
　第 1　かけがえのない自然に優しいま
ちづくり
①住宅用太陽光発電システム設置費補助
事業［4,200 万円］住宅用太陽光発電シ
ステムを設置する方に経費の一部を補助
します。
②新エネルギー普及事業［823 万円］
クリーンエネルギーの調査・研究、電気

自動車やプラグインハイブ
リット車の普及拡大、公共
施設への充電設備設置など
を推進します。
③寺尾地区簡易水道事業［2 億 7,200 万
円］寺尾地区に簡易水道事業を導入し、
安全安心なライフラインを確保します。
　第 2　心地よく暮らせるまちづくり
①ふれあいバス運行事業［2 億 163 万円］
高齢者、児童・生徒、妊産婦等の交通弱
者の移動手段の確保、あるいは通勤等の
利便性向上のために試行運行をしている
ふれあいバスですが、今年度は試行運行
最後の年度となります。運行実績の確保
ができなければ、路線の存廃にもかかわ
る重要な事業年度です。
②伝建まちづくり事業［600 万円］昨年、
国の重要伝統的建造物群保存地区に指定
された嘉右衛門町地区に存在する歴史的
資源を活かしたまちづくりを推進するた
め、「まちづくり基本計画」を策定します。
　続きは来月ということでお願いします。

平成 25年度の事業について

栃木市
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住宅の新築を応援しています！
　定住人口の増加を促進し、活性化を図る目的で賃貸住宅居住や市
外在住の皆さんが市内に定住するために新築または購入した住宅に
補助金を交付しています。
◆補助額・補助期間　対象住宅（居住部分）に係る固定資産税およ
び都市計画税相当額を税が初めて課税された年度から下記期間を補
助。合計 100 万円限度。

◆対象者（次のいずれかに該当する方）
①補助対象住宅の新築又は購入の契約日前２年以上、市外に居住し
　ていた方
②補助対象住宅の新築又は購入の契約日前２年以上、市内の賃貸住
　宅に居住していた方
③親族が所有する市内の家に同居していた方で、他の敷地に住宅を
　新築又は購入し、当該親族と生計が別になった方
◆対象住宅（次の①～②をみたす住宅）
①対象者が新築又は購入し、自ら住んでいる住宅（契約日が平成
　22 年 3 月 29 日以降のもの。なお、西方地域については平成 23
　年 10 月 1 日以降のもの）
②併用住宅の場合、非住宅の部分が 50㎡以下かつ建築物の延べ床
　面積の 2 分の 1 未満のもの
※既存住宅の建て替えや増築、中古住宅の購入は対象外。
◆申請手続き　毎年、固定資産税および都市計画税を完納後に申請
◆申請期限　課税年度末日

 建 築 課 ☎ 21 ‐ 2622
 都市建設課 ☎ 43 ‐ 9215
 都市建設課 ☎ 62 ‐ 0908
 都市建設課 ☎ 29 ‐ 1105
 産業建設課 ☎ 92 ‐ 0314

平成24年12月までに住宅が完成
または所有権移転が完了したもの

平成25年1月から12月までに住宅が
完成または所有権移転が完了したもの

３年間補助

２年間補助

（平成 25年度までに固定資産税が申請者に課税される必要があります）

（平成 26年度までに固定資産税が申請者に課税される必要があります）

災
害
復
旧
費
用
の

　
　
一
部
を
補
助
し
ま
す

　

自
然
災
害
に
よ
り
住
宅
に
被

害
を
受
け
た
方
で
、
国
や
県
な

ど
の
被
災
者
生
活
再
建
支
援
制

度
を
受
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図
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◆
補
助
対
象

・
自
然
災
害
に
よ
り
被
害
を
受

け
た
住
宅
の
復
旧
費
用
（
被
災

し
た
方
の
居
住
す
る
住
宅
に
限

り
ま
す
）

・
居
宅
の
復
旧
に
要
す
る
工
事

費
が
10
万
円
以
上
の
も
の
。

◆
補
助
金
額

対象世帯 補　助　金　額

全壊世帯
100 万円上限
（住宅の建設又は購入費に相当する額）

半壊世帯
50 万円上限

 （居宅の復旧費に相当する額）
一部損壊
      世帯

10 万円上限
（居宅の復旧費の２分の１）

※補助金の交付は同一世帯及び同一住宅に対して
１回限りとなります。
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本
人
な
り
す
ま
し
に
よ
る
虚

偽
の
届
出
等
を
防
止
し
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あ
わ

せ
て
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の
個
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情
報
を
保
護

す
る
た
め
に
、
市
役
所
等
の
窓

口
で
は
、
来
庁
さ
れ
た
方
の
本

人
確
認
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
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や
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所
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更
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出
、

住
民
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等
の
交
付
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求
の
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に

は
、
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認
書
類
の
提
示
に

　

第
20
回
危
険
業
務
従
事
者
叙
勲
受
章

者
が
発
表
さ
れ
、
本
市
か
ら
次
の
方
が

受
章
さ
れ
ま
し
た
。

　

市
民
の
皆
さ
ん
と
と
も
に
、
心
か
ら

お
祝
い
申
し
上
げ
ま
す
。
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双
光
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敬
称
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小
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平
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井
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危
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業
務
従
事
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お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

窓
口
で
の
本
人
確
認
に

協
力
を
お
願
い
し
ま
す

つ
い
て
ご
協
力
願
い
ま
す
。

▼
１
点
で
確
認
で
き
る
も
の

（
官
公
署
が
発
行
し
た
顔
写
真

入
り
の
証
明
書
）

運
転
免
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証
、
パ
ス
ポ
ー
ト
、

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
（
写
真

付
き
）、
身
体
障
害
者
手
帳
、

外
国
人
の
在
留
カ
ー
ド
等

▼
複
数
必
要
と
な
る
も
の

健
康
保
険
証
、
年
金
手
帳
、
介

護
保
険
証
、
住
民
基
本
台
帳

カ
ー
ド
（
写
真
な
し
）、
学
生

証
（
写
真
付
き
）
等

＊
身
分
証
明
書
な
ど
を
お
持
ち

で
な
い
方
に
つ
い
て
は
、
口
頭

で
の
質
問
や
、
文
書
で
の
通
知

等
に
よ
り
対
応
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。
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家
庭
用
生
ご
み
処
理
機

設
置
費
を
補
助
し
ま
す

　

生
ご
み
の
減
量
化
を
進
め
る

た
め
、
生
ご
み
を
た
い
肥
化
す

る
コ
ン
ポ
ス
ト
や
電
気
式
生
ご

み
処
理
機
を
購
入
す
る
方
へ
補

助
金
を
交
付
し
て
い
ま
す
。

〇
電
気
式
生
ご
み
処
理
機　

補

助
額　

購
入
費

の
２
分
の
１

補
助
限
度　

上

限
２
万
円
（
１

世
帯
１
基
ま
で
）

〇
コ
ン
ポ
ス
ト
容
器
、
堆
肥
化

促
進
剤
専
用
容
器　

補
助
額

購
入
費
の
３
分

の
２
補
助
限
度　

上
限
５
千
円

（
１
世
帯
２
基
ま
で
）

　

購
入
前
に 

 

環
境
課
、
各

総
合
支
所
生
活
環
境
課
に
あ
る

申
請
書
等
を
お
取
り
寄
せ
く
だ

さ
い
。

　

詳
細
は
随
時
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。
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